
議案第４号 

 

熊本県立中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

 

 
このことについて、別紙のとおり制定することとする。 

 

 

（提案理由） 

 熊本県立中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定につい

ては、熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第２条第１

項第２号の規定により、教育委員会に付議する必要があるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：関係法令条項 

●熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成２０年熊本県

教育委員会規則第５号） 

 （委任） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に 

委任する。 

(1) （略） 

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること 

(3)～(25) （略） 

２ （略） 
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                 規則案の概要 

 

１ 規則の名称 

熊本県立中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

２ 制定の必要性 

  熊本県立ゆうあい中学校の新設に伴い、関係規定を整備する必要がある。 

 

３ 内容 

 (1)  熊本県立ゆうあい中学校の通学区域は、当該生徒の生活の本拠をもって定めるこ

ととする。（第３条関係） 

 (2)  この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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熊本県教育委員会規則第  号 

熊本県立中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

熊本県立中学校の通学区域に関する規則（平成２０年熊本県教育委員会規則第１５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条に次のただし書を加える。 

ただし、熊本県立ゆうあい中学校の通学区域は、当該生徒の生活の本拠をもって定め

るものとする。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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熊本県立中学校の通学区域に関する規則(平成20年熊本県教育委員会規則第 15号)新旧対照表 

旧 新 

(目的) 

第１条 この規則は、熊本県立中学校の通学区域に関する事項を定めるこ

とを目的とする。 

(通学区域) 

第２条 熊本県立中学校の通学区域は、県下全域とする。 

第３条 通学区域は、保護者の生活の本拠をもって定めるものとする。た

だし、熊本県立ゆうあい中学校の通学区域は、当該生徒の生活の本拠を

もって定めるものとする。 

 

 

(目的) 

第１条 この規則は、熊本県立中学校の通学区域に関する事項を定めるこ

とを目的とする。 

(通学区域) 

第２条 熊本県立中学校の通学区域は、県下全域とする。 

第３条 通学区域は、保護者の生活の本拠をもって定めるものとする。た

だし、熊本県立ゆうあい中学校の通学区域は、当該生徒の生活の本拠を

もって定めるものとする。 

 

 

 

【参考】令和６年４月１日施行 

第４条 第２条の規定にかかわらず、必要がある場合には、特例を設ける 

ことができる。 
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